
 
 

 

2020 年 12 月 23 日 

各 位 

会 社 名 株式会社エードット 

代 表 者 名 代表取締役社長 伊達 晃洋 

（コード番号：7063 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 三橋 秀一 

（TEL 03－6865－1320） 

 

（訂正）「商号の変更、定款の一部変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、及び臨

時株主総会開催に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

  当社は、本日公表の「商号の変更、定款の一部変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、及び

臨時株主総会開催に関するお知らせ」において、2021 年 2 月 19 日開催予定の臨時株主総会（以下「本

臨時株主総会」といいます）の招集及び招集のための基準日設定について公表いたしましたが、当該

公表後に下記のとおり、本臨時株主総会の基準日に誤りがあることが判明しましたので、訂正いたし

ます。 

訂正箇所（変更箇所に下線を付しております。） 

＜訂正前＞ 

  ３．本臨時株主総会に係る基準日等について 

     当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021 年 12

月 14 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたされた株主をもっ

て、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。 

（１）基 準 日 2021 年 1 月 14 日（木曜日） 

（２）公 告 日  2020 年 12 月 28 日（月曜日） 

（３）公告方法  電子公告 （当社ウェブサイトに掲載いたします。）  

https://a-dot.co.jp/ir/ 

  ＜訂正後＞ 

３．本臨時株主総会に係る基準日等について 

     当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021 年 1

月 14 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたされた株主をもっ

て、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。 

（１）基 準 日 2021 年 1 月 14 日（木曜日） 

（２）公 告 日  2020 年 12 月 28 日（月曜日） 

（３）公告方法  電子公告 （当社ウェブサイトに掲載いたします。）  

https://a-dot.co.jp/ir/ 

以 上 

 


